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１．東日本大震災における球形貯槽の事故等の概要
東日本大震災では、３基の球形貯槽でブレースの破損が発生。

２基の貯槽は水張り中であったため、平成２３年１２月２２日
付けで水張を行うことを考慮し、例示基準を改正(対応処済み)。
残り１基はガスを貯蔵中の貯槽で、ブレース１カ所に亀裂が

発生。本事案を調査した結果、ブレースの交差部分が溶接され
た球形貯槽の交差部分（以下「鋼管ブレースの交差部分」とい
う。）にかかる応力が現行の高圧ガス設備等耐震設計基準（以
下「耐震基準」という。）では評価できないことが判明。

２．耐震基準の見直しに向けた検討
耐震基準の見直しのために、鋼管ブレースの交差部分にかかる応力、球形貯槽の有効な補強方法に関する検討を実施。

①鋼管ブレースの交差部分の強度の評価方法
鋼管ブレースの交差部分にかかる応力は以下の式で評価可能。

１）算定応力等について、鋼管ブレースの交差部分の引張応力及びせん断応力の算出式を
耐震基準に追加。

引張応力 ：σt＝σt’＋σc’cos(2θ)
せん断応力：τ＝σc’sin(2θ)

σt ・・・・鋼管ブレースの交差部分に生じる引張応力
τ ・・・・鋼管ブレースの交差部分に生じるせん断応力
σt’・・・・引張応力が生じる鋼管ブレースに発生すると算定される引張応力
σc’・・・・圧縮応力が生じる鋼管ブレースに発生すると算定される圧縮応力
θ ・・・・ブレースの仰角

２）許容応力等について、鋼管ブレースの交差部分の引張応力とせん断応力の組合せに対する判定式を耐震基準に追加。

ｆt ・・・・支持構造材の耐震設計用許容引張応力
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②球形貯槽の有効な補強方法

図２：支柱と鋼管ブレースの取付け部分の有効な補強方法

図１：鋼管ブレースの交差部分の有効な補強方法

１）鋼管ブレースの交差部分
鋼管ブレースの交差部分については、図１に示す４

枚のダイヤフラム（リングを含む。）または貫通ガセ
ットにより補強を実施すれば有効。

２）支柱と鋼管ブレースの取付け部分
支柱と鋼管ブレースの取付け部分については、図２に

示す２枚のダイヤフラム（リングを含む。）により補強
を実施すれば有効。

ガセットダイヤフラム リング

代表的な補強

（参考）



3

３．今後の対応

①耐震基準の改正（平成２５年１１月９日パブリックコメント終了）
改正の内容は、２．①のとおり。
（参考）パブリックコメントは、４件。

②公布予定
平成２５年１１月末頃を目途に公布予定。

③改正後の耐震基準の適合義務を課す設備
１）改正後の耐震基準の施行日（平成２６年１月１日）以降に設置の許可を受けた設備
２）改正後の耐震基準の施行日以降に耐震上軽微な変更の工事に該当しない変更工事を行った設備

④既存設備に対する対応
改正耐震基準の施行日前に設置又は設置の許可を受けた設備については、設備を保有する事業者に対して、以下の耐

震強化対策を講じるよう要請。
１）鋼管ブレースの交差部分について、改訂後の耐震基準による耐震性評価を行うこと。
２）１）の評価の結果、改訂後の耐震性能を有していない場合には、改修計画を策定すること。
３）改修計画には、改修までの間の保安の確保のための措置も併せて記載すること。
４）１）から３）について、耐震基準の施行後１年以内を目処に行うこと。


